
鹿児島市 平成 30 年度介護保険制度改正等説明会

訪問看護  － 個別資料 －

平成 30 年 3 月 22 日 9:30～

 事前掲載資料について、当日会場では資料の配布を致しません。

各自印刷の上、ご持参ください。

 今回の説明会に使用する省令・告示・通知等の原文は、現段階で国が

示した改正(案)です。

 正式な改正省令・告示・通知やＱ＆Ａ等は、厚生労働省の通知発出後、

鹿児島市ホームページ(介護保険関連情報)に掲載致します。

 今回の報酬改定等に関するご質問は、ホームページ掲載の質問票にて

受付けます。(当日の質問受付け・回答は致しません。)

 会場駐車場は限りがございます。公共交通機関をご利用ください。

以上、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願い致します。
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５．訪問看護

≪ 1 ≫
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５．訪問看護

①在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応の強化

②ターミナルケアの充実

③複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し

④訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

⑤報酬体系の見直し

⑥同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬

⑦その他

改定事項

≪ 2 ≫
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５．訪問看護 ①在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応の強化
（看護体制強化加算の見直し）

○ 看護体制強化加算について、月の変動による影響を抑える観点から、現行３か月である緊急時訪問看護加算等
の算定者割合の算出期間を見直すとともに、ターミナル体制の充実を図る観点から、ターミナルケア加算の算定
者数が多い場合について新たな区分を設ける等の見直しを行う。

○ その際、地域における訪問看護体制整備の取組の推進を図るために、医療機関と訪問看護ステーションが相互
に連携することを明示することとする。【通知改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
看護体制強化加算 300単位／月 ⇒ 看護体制強化加算(Ⅰ) 600単位／月（新設）

看護体制強化加算(Ⅱ) 300単位／月

※ 介護予防訪問看護については、もともとターミナルケア加算の算定者数の要件は課していないことから、加算
(Ⅱ)のみ設け、加算(Ⅰ)は設けず、加算名は「看護体制強化加算」から変更しない。

単位数

○看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)共通
・「緊急時訪問看護加算の算定者割合50％以上」の要件及び「特別管理加算の算定者割合30％以上」の要件の実

績期間を現行の３月間から６月間へと変更する。
・ 医療機関と連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を

支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが望ましい。
○看護体制強化加算(Ⅰ)
・ターミナルケア加算の算定者５名以上（12月間）（新設）

○看護体制強化加算(Ⅱ)
・ターミナルケア加算の算定者１名以上（12月間）（変更なし）

○訪問看護事業所の利用者によって看護体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）を選択的に算定することができないもので
あり、当該訪問看護事業所においていずれか一方のみを届出する。

算定要件等

※一部を除き介護予防訪問看護を含む

≪ 3 ≫
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５．訪問看護 ①在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応の強化
（緊急時訪問看護加算の見直し）

○ 中重度の要介護者の在宅生活を支える体制をさらに整備するため、24時間体制のある訪問看護事業所の体制に
ついて評価を行うこととする。

○ また、24時間対応体制のある訪問看護事業所からの緊急時訪問を評価することとする。具体的には、現行、早
朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算については、２回目以降の緊急時訪問において、一部の対象者（特別管理
加算算定者）に限り算定できることとなっているが、この対象者について拡大を図ることとする。【通知改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
訪問看護ステーション 緊急時訪問看護加算 540単位／月 ⇒ 574単位／月
病院又は診療所 緊急時訪問看護加算 290単位／月 ⇒ 315単位／月

単位数

○ 緊急時訪問看護加算について以下の内容等を通知に記載する。
・１月以内の２回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定する。

算定要件等

※介護予防訪問看護を含む

≪ 4 ≫
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５．訪問看護 ②ターミナルケアの充実

○ 看取り期における本人・家族との十分な話し合いや訪問看護と他の介護関係者との連携を更に充実させる観点
から、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと
を明示することとする。【通知改正】

概要 ※介護予防訪問看護は含まない

○ ターミナルケア加算の要件として、下の内容等を通知に記載する。
・「人生の最終段階における医療の決定プロセスにおけるガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人と話し

合いを行い、利用者本人の意思決定を基本に、他の医療及び介護関係者との連携の上、対応すること。
・ターミナルケアの実施にあたっては、居宅介護支援事業者等と十分な連携を図るよう努めること。

算定要件等

≪ 5 ≫
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５．訪問看護 ③複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し

○ 訪問看護における複数名訪問加算について、医療保険での取扱いを踏まえ、同時に訪問する者として、現行の
看護師等とは別に看護補助者が同行し、役割分担をした場合の評価の区分を新たに創設することとする。
この場合の看護補助者については、医療保険の訪問看護基本療養費の複数名訪問看護加算に係る疑義解釈で示

されている者と同様とする。【通知改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
○２人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合 ○２人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合
・30分未満の場合：254単位 ⇒ 複数名訪問加算(Ⅰ)（変更なし）
・30分以上の場合：402単位

○看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合
複数名訪問加算(Ⅱ)（新設）
・30分未満の場合：201単位
・30分以上の場合：317単位

単位数

○ 看護補助者の要件については、医療保険で示している定義と同様とし、以下の内容等を通知に記載する。
「看護補助者とは、訪問看護を担当する看護師等の指導の下に、療養生活上の世話（食事、清潔、排泄、入浴、
移動等）の他、居室内の環境整備、看護用品及び消耗品の整理整頓等といった看護業務の補助を行う者のことを
想定しており、資格は問わない。秘密保持や医療安全等の観点から、訪問看護事業所に雇用されている必要があ
るが、指定基準の人員に含まれないことから、従事者の変更届の提出は要しない。」

算定要件等

※介護予防訪問看護を含む

≪ 6 ≫
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５．訪問看護 ④訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

○ 訪問看護ステーションからの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下、理学療法士等という。）による
訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員
の代わりに訪問させるという位置づけのものであるが、看護職員と理学療法士等の連携が十分でない場合がある
ことを踏まえ、評価の見直しを行うこととする。

概要

○理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合
＜現行＞ ＜改定後＞

302単位／回 ⇒ 296単位／回
※１日３回以上の場合は90/100 ※１日３回以上の場合は90/100（変更なし）

単位数

※介護予防訪問看護を含む

○以下の内容等を通知に記載する。
ア 理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、利用者の状況や実施した看護（看護業務の一環

としてのリハビリテーションを含む）の情報を看護職員と理学療法士等が共有するとともに、訪問看護計画書
及び訪問看護報告書について、看護職員と理学療法士等が連携し作成することとする。

イ 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたり、訪問看護サービスの利用開始時や利用者の状態の変化
等に合わせた定期的な看護職員による訪問により、利用者の状態について適切に評価を行うとともに、理学療
法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合
に、看護職員の代わりにさせる訪問であること等を利用者等に説明し、同意を得ることとする。

算定要件等

≪ 7 ≫
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５．訪問看護 ⑤報酬体系の見直し

○ 要支援者と要介護者に対する訪問看護については、現在、同一の評価となっているが、両者のサービスの提供
内容等を踏まえ、基本サービス費に一定の差を設けることとする。

概要

○指定訪問看護ステーションの場合
＜現行＞ ＜改定後＞
（共通） （訪問看護） （介護予防訪問看護）

・20分未満 310単位 311単位 300単位
・30分未満 463単位 467単位 448単位
・30分以上１時間未満 814単位 816単位 787単位
・１時間以上１時間30分未満 1117単位 1118単位 1080単位
・理学療法士、作業療法士 302単位 296単位 286単位
又は言語聴覚士の場合
（※１日３回以上の場合は90/100）

○病院又は診療所の場合
＜現行＞ ＜改定後＞
（共通） （訪問看護） （介護予防訪問看護）

・20分未満 262単位 263単位 253単位
・30分未満 392単位 396単位 379単位
・30分以上１時間未満 567単位 569単位 548単位
・１時間以上１時間30分未満 835単位 836単位 807単位

単位数

※介護予防訪問看護を含む

≪ 8 ≫
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５．訪問看護 ⑥同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬

同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬について以下の見直しを行う。（訪問介護と同様の見直し）

ア 訪問看護のサービス提供については、以下に該当する場合に10％減算とされているが、建物の範囲等を見直し、
いずれの場合も有料老人ホーム等（※）以外の建物も対象とする。
ⅰ 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物（有料老人ホーム等（※）に限る）に居住する者
ⅱ 上記以外の範囲に所在する建物（有料老人ホーム等（※）に限る）に居住する者（当該建物に居住する利用者

の人数が１月あたり20 人以上の場合）

イ またⅰについて、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物のうち、当該建物に居住する利用者
の人数が１月あたり50 人以上の場合は、減算幅を見直す。

※ 養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

ウ 上記ア又はイによる減算を受けている者と、当該減算を受けていない者との公平性の観点から、上記ア又はイ
による減算を受けている者の区分支給限度基準額を計算する際には、減算前の単位数を用いることとする。

概要

＜改定後＞

単位数、算定要件等

減算等の内容 算定要件

①・③10％
減算

②15％減算

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建
物に居住する者（②に該当する場合を除く。）

②上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数
が１月あたり50人以上の場合

③上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者

（当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり20人以
上の場合）

減算等の内容 算定要件

10％減算

①事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建
物（養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、
サービス付き高齢者向け住宅に限る）に居住する者

②上記以外の範囲に所在する建物（建物の定義は同上）
に居住する者

（当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり20人以
上の場合）

＜現行＞

※介護予防訪問看護を含む

≪ 9 ≫
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５．訪問看護 ⑦その他

○ 現在、事務連絡において、介護保険の訪問看護と医療保険の精神科訪問看護の同一日等の併算ができない取扱いが
定められているが、介護報酬告示においても併算できないことを明確化することとする。

概要 ※介護予防訪問看護を含む

○ 報酬告示に、精神科訪問看護指示に基づき精神科訪問看護を受けている期間については訪問看護費は算定しな
い旨の文言を追記する。

算定要件等

事務連絡 疑義解釈資料の送付について（その４）厚生労働省保険局医療課 平成28 年６月14 日

（問３）訪問看護療養費を算定した月及び日について、精神科訪問看護・指導料は一部を除き算定できないとされた
が、精神疾患と精神疾患以外の疾患を有する要介護者は、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護（精
神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費）と、介護保険による訪問看護とを同一日又は同一月に受
けることができるか。

（答）精神疾患とそれ以外の疾患とを併せて訪問看護を受ける利用者については、医療保険の精神障害を有する者に
対する訪問看護（精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費）（以下「精神科訪問看護」とい
う。）を算定することができる。同利用者が、介護保険で訪問看護費を算定する場合は、主として精神疾患（認
知症を除く）に対する訪問看護が行われる利用者でないことから、医療保険の精神科訪問看護を算定するとこは
できない。すなわち、同一日に医療保険と介護保険とを算定することはできない。
なお、月の途中で利用者の状態が変化したことにより、医療保険の精神科訪問看護から介護保険の訪問看護に変更
することは可能であるが、こうした事情によらず恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更することはでき
ないものであり、例えば数日単位で医療保険と介護保険の訪問看護を交互に利用するといったことは認められな
い。

参考

≪ 10 ≫



別紙１－１

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関

する基準

4
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の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定 の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行っ 訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年３月31日まで た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成30年３月31日まで

の間（⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日まで の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に

の間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次 掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲 るその他の加算は算定しない。

げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算 イ及びロにより算定した単位数の ⑴ 介護職員処遇改善加算 イからロまでにより算定した単位(Ⅰ) (Ⅰ)

1000分の58に相当する単位数 数の1000分の58に相当する単位数

⑵～⑸ （略） ⑵～⑸ （略）

３ 訪問看護費 ３ 訪問看護費

イ 指定訪問看護ステーションの場合 イ 指定訪問看護ステーションの場合

⑴ 所要時間20分未満の場合 311単位 ⑴ 所要時間20分未満の場合 310単位

⑵ 所要時間30分未満の場合 467単位 ⑵ 所要時間30分未満の場合 463単位

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 816単位 ⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 814単位

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 1,118単位 ⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 1,117単位

⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合（１ ⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合（１

回につき） 296単位 回につき） 302単位

ロ 病院又は診療所の場合 ロ 病院又は診療所の場合

⑴ 所要時間20分未満の場合 263単位 ⑴ 所要時間20分未満の場合 262単位

⑵ 所要時間30分未満の場合 396単位 ⑵ 所要時間30分未満の場合 392単位

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 569単位 ⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 567単位

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 836単位 ⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 835単位

ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪 ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪

問看護を行う場合 2,935単位 問看護を行う場合 2,935単位

注１ イ及びロについて、通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍そ 注１ イ及びロについて、通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍そ

の他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者並びに精神科訪問 の他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除く。以下この

看護・指導料（診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示 号において同じ。）に対して、その主治の医師の指示（指定訪

第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報酬点 問看護ステーション（指定居宅サービス基準第60条第１項第１

数表」という。）の第２章第８部区分番号I012に掲げる精神科 号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。）
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訪問看護・指導料をいう。）及び精神科訪問看護基本療養費（ にあっては、主治の医師が交付した文書による指示。以下この

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法（平 号において同じ。）及び訪問看護計画書（指定居宅サービス基

成20年厚生労働省告示第67号）別表の区分番号０１－２の精神 準第70条第１項に規定する訪問看護計画書をいう。以下同じ。

科訪問看護基本療養費をいう。）に係る訪問看護の利用者を除 ）に基づき、指定訪問看護事業所（指定居宅サービス基準第60

く。以下この号において同じ。）に対して、その主治の医師の 条第１項に規定する指定訪問看護事業所をいう。以下同じ。）

指示（指定訪問看護ステーション（指定居宅サービス基準第60 の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若し

条第１項第１号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。 くは言語聴覚士（以下「看護師等」という。）が、指定訪問看

以下同じ。）にあっては、主治の医師が交付した文書による指 護（指定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看護をい

示。以下この号において同じ。）及び訪問看護計画書（指定居 う。以下同じ。）を行った場合に、現に要した時間ではなく、

宅サービス基準第70条第１項に規定する訪問看護計画書をいう 訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定訪問看護を行うの

。以下同じ。）に基づき、指定訪問看護事業所（指定居宅サー に要する標準的な時間で所定単位数を算定する。ただし、イ⑴

ビス基準第60条第１項に規定する指定訪問看護事業所をいう。 又はロ⑴の単位数については、指定訪問看護を24時間行うこと

以下同じ。）の保健師、看護師、准看護師又は理学療法士、作 ができる体制を整えている指定訪問看護事業所であって、居宅

業療法士若しくは言語聴覚士（以下「看護師等」という。）が サービス計画又は訪問看護計画書の中に20分以上の指定訪問看

、指定訪問看護（指定居宅サービス基準第59条に規定する指定 護が週１回以上含まれている場合に算定し、准看護師が指定訪

訪問看護をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に要した時 問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単

間ではなく、訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定訪問 位数を算定する。この場合において、イの⑸について、理学療

看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。 法士、作業療法士又は言語聴覚士が１日に２回を超えて指定訪

ただし、イ⑴又はロ⑴の単位数については、指定訪問看護を24 問看護を行った場合、１回につき100分の90に相当する単位数

時間行うことができる体制を整えている指定訪問看護事業所で を算定する。

あって、居宅サービス計画又は訪問看護計画書の中に20分以上

の指定訪問看護が週１回以上含まれている場合に算定し、准看

護師が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90

に相当する単位数を算定する。また、理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士（以下この注において「理学療法士等」という

。）が指定訪問看護を行った場合は、イ⑸の所定単位数を算定

することとし、理学療法士等が１日に２回を超えて指定訪問看

護を行った場合、１回につき100分の90に相当する単位数を算

定する。

２ （略） ２ （略）
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（削る） ３ イ及びロについて、指定訪問看護事業所の所在する建物と同

一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問看

護事業所と同一建物に居住する利用者又は指定訪問看護事業所

における１月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する

建物の利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、所定単位

数の100分の90に相当する単位数を算定する。

３ （略） ４ （略）

４ イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす ５ イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす

場合であって、同時に複数の看護師等が１人の利用者に対して 場合であって、同時に複数の看護師等が１人の利用者に対して

指定訪問看護を行ったとき又は看護師等が看護補助者と同時に 指定訪問看護を行ったときは、次に掲げる区分に応じ、１回に

１人の利用者に対して指定訪問看護を行ったときは、複数名訪 つきそれぞれの単位数を所定単位数に加算する。

問加算として、次に掲げる区分に応じ、１回につきそれぞれの

単位数を所定単位数に加算する。

⑴ 複数名訪問加算 ⑴ 所要時間30分未満の場合 254単位(Ⅰ)

㈠ 複数の看護師等が同時に所要時間30分未満の指定訪問看

護を行った場合 254単位

㈡ 複数の看護師等が同時に所要時間30分以上の指定訪問看

護を行った場合 402単位

⑵ 複数名訪問加算 ⑵ 所要時間30分以上の場合 402単位(Ⅱ)

㈠ 看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分未満の指定

訪問看護を行った場合 201単位

㈡ 看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分以上の指定

訪問看護を行った場合 317単位

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注４の厚生

労働大臣が定める基準

同時に複数の看護師等により指定訪問看護（指定居宅サービス

等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）

を行うこと又は看護師等が看護補助者と同時に指定訪問看護を行
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うことについて利用者又はその家族等の同意を得ている場合であ

って、次のいずれかに該当するとき

イ 利用者の身体的理由により一人の看護師等による指定訪問看

護が困難と認められる場合

ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場

合

ハ その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認

められる場合

５ （略） ６ （略）

６ 指定訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは （新設）

隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問看護事業所と同一の建

物（以下この注において「同一敷地内建物等」という。）に居

住する利用者（指定訪問看護事業所における１月当たりの利用

者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用

者を除く。）又は指定訪問看護事業所における１月当たりの利

用者が同一の建物に20人以上居住する建物（同一敷地内建物等

を除く。）に居住する利用者に対して、指定訪問看護を行った

場合は、１回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数

を算定し、指定訪問看護事業所における１月当たりの利用者が

同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に

対して、指定訪問看護を行った場合は、１回につき所定単位数

の100分の85に相当する単位数を算定する。

７～９ （略） ７～９ （略）

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが、利用者の 道府県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが、利用者の

同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24 同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24

時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することと 時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することと

なっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合に なっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪

は、緊急時訪問看護加算として１月につき574単位を所定単位 問看護加算として１月につき540単位を所定単位数に加算し、
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数に加算し、指定訪問看護を担当する医療機関（指定居宅サー 指定訪問看護を担当する医療機関（指定居宅サービス基準第60

ビス基準第60条第１項第２号に規定する指定訪問看護を担当す 条第１項第２号に規定する指定訪問看護を担当する医療機関を

る医療機関をいう。）が、利用者の同意を得て、計画的に訪問 いう。）が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとな

することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制に っていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問

ある場合には、緊急時訪問看護加算として１月につき315単位 看護加算として１月につき290単位を所定単位数に加算する。

を所定単位数に加算する。

11・12 （略） 11・12 （略）

13 イ及びロについて、指定訪問看護を利用しようとする者の主 13 イ及びロについて、指定訪問看護を利用しようとする者の主

治の医師（介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。） 治の医師（介護老人保健施設の医師を除く。）が、当該者が急

が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う 性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の

必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日から 特別の指示を行った場合は、当該指示の日から14日間に限って

14日間に限って、訪問看護費は、算定しない。 、訪問看護費は、算定しない。

14 ハについて、指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医 14 ハについて、指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医

師（介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。）が、当 師（介護老人保健施設の医師を除く。）が、当該利用者が急性

該利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必 増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特

要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日数に応 別の指示を行った場合は、当該指示の日数に応じて、１日につ

じて、１日につき97単位を所定単位数から減算する。 き97単位を所定単位数から減算する。

15 （略） 15 （略）

ニ （略） ニ （略）

ホ 退院時共同指導加算 600単位 ホ 退院時共同指導加算 600単位

注 病院、診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に入院 注 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が

中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ス 退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ステーションの看護師

テーションの看護師等（准看護師を除く。）が、退院時共同指導 等（准看護師を除く。）が、退院時共同指導（当該者又はその看

（当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所 護に当たっている者に対して、病院、診療所又は介護老人保健施

又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の主治の医師その他の 設の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な指

従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を 導を行い、その内容を文書により提供することをいう。）を行っ

文書により提供することをいう。）を行った後に、当該者の退院 た後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定訪

又は退所後に当該者に対する初回の指定訪問看護を行った場合に 問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又

、退院時共同指導加算として、当該退院又は退所につき１回（特 は退所につき１回（特別な管理を必要とする利用者については、

別な管理を必要とする利用者については、２回）に限り、所定単 ２回）に限り、所定単位数を加算する。ただし、ニの初回加算を
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位数を加算する。ただし、ニの初回加算を算定する場合は、退院 算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しない。

時共同指導加算は算定しない。

ヘ （略） ヘ （略）

ト 看護体制強化加算 ト 看護体制強化加算 300単位

注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して 注 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して

いるものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、 いるものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、

医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した 医療ニーズの高い利用者への指定訪問看護の提供体制を強化した

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所 場合は、１月につき所定単位数を加算する。

定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定

している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

。

⑴ 看護体制強化加算 600単位 （新設）(Ⅰ)

⑵ 看護体制強化加算 300単位 （新設）(Ⅱ)

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

訪問看護費における看護体制強化加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(Ⅰ)イ 看護体制強化加算

⑴ 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業

所（指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定

訪問看護事業所をいう。以下同じ。）における利用者の総数

のうち、緊急時訪問看護加算（指定居宅サービス介護給付費

単位数表の訪問看護費の注10に係る加算をいう。）を算定し

た利用者の占める割合が百分の五十以上であること。

⑵ 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業

所における利用者の総数のうち、特別管理加算（指定居宅サ

ービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注11に係る加算を

いう。）を算定した利用者の占める割合が百分の三十以上で

あること。

⑶ 算定日が属する月の前十二月間において、指定訪問看護事
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業所におけるターミナルケア加算（指定居宅サービス介護給

付費単位数表の訪問看護費の注12に係る加算をいう。ロ⑵に

おいて同じ。）を算定した利用者が五名以上であること。

(Ⅱ)ロ 看護体制強化加算

⑴ イ⑴及び⑵に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑵ 算定日が属する月の前十二月間において、指定訪問看護事

業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が一名以

上であること。

チ （略） チ （略）

４ 訪問リハビリテーション費 ４ 訪問リハビリテーション費

イ 訪問リハビリテーション費（１回につき） 290単位 イ 訪問リハビリテーション費（１回につき） 302単位

注１ 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション 注１ 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション

事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的な 事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的な

医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づき、指 医学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定訪問リハビ

定訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。 リテーションを行った場合に算定する。

２ 指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の ２ 指定訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一の

敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問リハビ 敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問リハビ

リテーション事業所と同一の建物（以下この注において「同一 リテーション事業所と同一建物に居住する利用者又は指定訪問

敷地内建物等」という。）に居住する利用者（指定訪問リハビ リハビリテーション事業所における一月当たりの利用者が同一

リテーション事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内 の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問リハ

建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又 ビリテーションを行った場合は、所定単位数の100分の90に相

は指定訪問リハビリテーション事業所における１月当たりの利 当する単位数を算定する。

用者が同一の建物に20人以上居住する建物（同一敷地内建物等

を除く。）に居住する利用者に対して、指定訪問リハビリテー

ションを行った場合は、１回につき所定単位数の100分の90に

相当する単位数を算定し、指定訪問リハビリテーション事業所

における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居

住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問リハビリテー

ションを行った場合は、１回につき所定単位数の100分の85に

19

≪ 18 ≫



別紙１－５

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定

に関する基準
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入浴介護事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷地 入浴介護事業所と同一建物に居住する利用者又は当該指定介護

内建物等」という。）に居住する利用者（指定介護予防訪問入 予防訪問入浴介護事業所における１月当たりの利用者が同一の

浴介護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等 建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定介護予防訪

に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又は指定 問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当す

介護予防訪問入浴介護事業所における１月当たりの利用者が同 る単位数を算定する。

一の建物に20人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。

）に居住する利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護を行

った場合は、１回につき所定単位数の100分の90に相当する単

位数を算定し、指定介護予防訪問入浴介護事業所における１月

当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に

居住する利用者に対して、指定介護予防訪問入浴介護を行った

場合は、１回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数

を算定する。

５～８ （略） ５～８ （略）

ロ （略） ロ （略）

ハ 介護職員処遇改善加算 ハ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事（地方自治法（ の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市（以下「指 介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪

定都市」という。）及び同法第252条の22第１項の中核市（以下 問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成

「中核市」という。）にあっては、指定都市又は中核市の市長。 30年３月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

以下同じ。）の登録を受けたものに限る。以下同じ。）に届け出 る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

た指定介護予防訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定介護 いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

予防訪問入浴介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、平成33年３月31日までの間（⑷及び⑸については、別に厚生労

働大臣が定める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している

場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略）

２ 介護予防訪問看護費 ３ 介護予防訪問看護費
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イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合 イ 指定介護予防訪問看護ステーションの場合

⑴ 所要時間20分未満の場合 300単位 ⑴ 所要時間20分未満の場合 310単位

⑵ 所要時間30分未満の場合 448単位 ⑵ 所要時間30分未満の場合 463単位

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 787単位 ⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 814単位

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 1,080単位 ⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 1,117単位

⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合（１ ⑸ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合（１

回につき） 286単位 回につき） 302単位

ロ 病院又は診療所の場合 ロ 病院又は診療所の場合

⑴ 所要時間20分未満の場合 253単位 ⑴ 所要時間20分未満の場合 262単位

⑵ 所要時間30分未満の場合 379単位 ⑵ 所要時間30分未満の場合 392単位

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 548単位 ⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 567単位

⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 807単位 ⑷ 所要時間１時間以上１時間30分未満の場合 835単位

注１ 通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大 注１ 通院が困難な利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大

臣が定める疾病等の患者並びに精神科訪問看護・指導料（診療 臣が定める疾病等の患者を除く。）に対して、その主治の医師

報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一に の指示（指定介護予防訪問看護ステーション（指定介護予防サ

規定する精神科訪問看護・指導料をいう。）及び精神科訪問看 ービス基準第63条第１項第１号に規定する指定介護予防訪問看

護基本療養費（訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額 護ステーションをいう。以下同じ。）にあっては、主治の医師

の算定方法（平成20年厚生労働省告示第67号）別表に規定する が交付した文書による指示）及び介護予防訪問看護計画書（指

精神科訪問看護基本療養費をいう。）に係る訪問看護の利用者 定介護予防サービス基準第76条第２号に規定する介護予防訪問

を除く。）に対して、その主治の医師の指示（指定介護予防訪 看護計画書をいう。以下同じ。）に基づき、指定介護予防訪問

問看護ステーション（指定介護予防サービス基準第63条第１項 看護事業所（指定介護予防サービス基準第63条第１項に規定す

第１号に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。 る指定介護予防訪問看護事業所をいう。以下同じ。）の保健師

以下同じ。）にあっては、主治の医師が交付した文書による指 、看護師、准看護師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語

示）及び介護予防訪問看護計画書（指定介護予防サービス基準 聴覚士（以下「看護師等」という。）が、指定介護予防訪問看

第76条第２号に規定する介護予防訪問看護計画書をいう。以下 護（指定介護予防サービス基準第62条に規定する指定介護予防

同じ。）に基づき、指定介護予防訪問看護事業所（指定介護予 訪問看護をいう。以下同じ。）を行った場合に、現に要した時

防サービス基準第63条第１項に規定する指定介護予防訪問看護 間ではなく、介護予防訪問看護計画書に位置付けられた内容の

事業所をいう。以下同じ。）の保健師、看護師、准看護師又は 指定介護予防訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単

理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士（以下「看護師等 位数を算定する。ただし、イ⑴又はロ⑴の単位数については、

」という。）が、指定介護予防訪問看護（指定介護予防サービ 指定介護予防訪問看護を24時間行うことができる体制を整えて
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ス基準第62条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同 いる指定介護予防訪問看護事業所であって、介護予防サービス

じ。）を行った場合に、現に要した時間ではなく、介護予防訪 計画又は介護予防訪問看護計画書の中に20分以上の指定介護予

問看護計画書に位置付けられた内容の指定介護予防訪問看護を 防訪問看護が週１回以上含まれている場合に算定し、准看護師

行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。ただし が指定介護予防訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分

、イ⑴又はロ⑴の単位数については、指定介護予防訪問看護を の90に相当する単位数を算定する。なお、イ⑸について理学療

24時間行うことができる体制を整えている指定介護予防訪問看 法士、作業療法士又は言語聴覚士が１日に２回を超えて指定介

護事業所であって、介護予防サービス計画（介護保険法（平成 護予防訪問看護を行った場合、１回につき100分の90に相当す

９年法律第123号。以下「法」という。）第８条の２第16項に る単位数を算定する。

規定する介護予防サービス計画をいい、介護保険法施行規則（

平成11年厚生省令第36号）第83条の９第１号ハ及びニに規定す

る計画を含む。以下同じ。）又は介護予防訪問看護計画書の中

に20分以上の指定介護予防訪問看護が週１回以上含まれている

場合に算定し、准看護師が指定介護予防訪問看護を行った場合

は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。ま

た、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この注にお

いて「理学療法士等」という。）が指定介護予防訪問看護を行

った場合は、イの⑸の所定単位数を算定することとし、理学療

法士等が１日に２回を超えて指定介護予防訪問看護を行った場

合、１回につき100分の90に相当する単位数を算定する。

（削る） ２ 指定介護予防訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内

若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問看護

事業所と同一建物に居住する利用者又は当該指定介護予防訪問

看護事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に20人以

上居住する建物の利用者に対し、指定介護予防訪問看護を行っ

た場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定す

る。

２ （略） ３ （略）

３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時 ４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす場合であって、同時

に複数の看護師等が１人の利用者に対して指定介護予防訪問看 に複数の看護師等が１人の利用者に対して指定介護予防訪問看

護を行ったとき又は看護師等が看護補助者と同時に１人の利用 護を行ったときは、次に掲げる区分に応じ、１回につきそれぞ
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者に対して指定介護予防訪問看護を行ったときは、複数名訪問 れの単位数を所定単位数に加算する。

加算として、次に掲げる区分に応じ、１回につきそれぞれの単 イ 所要時間30分未満の場合 254単位

位数を所定単位数に加算する。 ロ 所要時間30分以上の場合 402単位

⑴ 複数名訪問加算(Ⅰ)

㈠ 複数の看護師等が同時に所要時間30分未満の指定介護予

防訪問看護を行った場合 254単位

㈡ 複数の看護師等が同時に所要時間30分以上の指定介護予

防訪問看護を行った場合 402単位

⑵ 複数名訪問加算(Ⅱ)

㈠ 看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分未満の指定

介護予防訪問看護を行った場合 201単位

㈡ 看護師等が看護補助者と同時に所要時間30分以上の指定

介護予防訪問看護を行った場合 317単位

４ （略） ５ （略）

５ 指定介護予防訪問看護事業所の所在する建物と同一の敷地内 （新設）

若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問看護

事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷地内建物等

」という。）に居住する利用者（指定介護予防訪問看護事業所

における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居

住する建物に居住する利用者を除く。）又は指定介護予防訪問

看護事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に20人以

上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住する利用

者に対して、指定介護予防訪問看護を行った場合は、所定単位

数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定介護予防訪問

看護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に

50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定介護予

防訪問看護を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の8

5に相当する単位数を算定する。

６～８ （略） ６～８ （略）

９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 ９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都
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道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護ステーションが、 道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護ステーションが、

利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準 利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準

により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問す により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問す

ることとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にあ ることとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、

る場合には、緊急時介護予防訪問看護加算として１月につき57 緊急時介護予防訪問看護加算として１月につき540単位を所定

4単位を所定単位数に加算し、指定介護予防訪問看護を担当す 単位数に加算し、指定介護予防訪問看護を担当する医療機関（

る医療機関（指定介護予防サービス基準第63条第１項第２号に 指定介護予防サービス基準第63条第１項第２号に規定する指定

規定する指定介護予防訪問看護を担当する医療機関をいう。） 介護予防訪問看護を担当する医療機関をいう。）が、利用者の

が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていな 同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問

い緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合には、緊急時 を必要に応じて行う場合は、緊急時介護予防訪問看護加算とし

介護予防訪問看護加算として１月につき315単位を所定単位数 て１月につき290単位を所定単位数に加算する。

に加算する。

10 （略） 10 （略）

11 指定介護予防訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（ 11 指定介護予防訪問看護を利用しようとする者の主治の医師（

介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く。）が、当該者 介護老人保健施設の医師を除く。）が、当該者が急性増悪等に

が急性増悪等により一時的に頻回の指定介護予防訪問看護を行 より一時的に頻回の指定介護予防訪問看護を行う必要がある旨

う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日か の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限っ

ら14日間に限って、介護予防訪問看護費は、算定しない。 て、介護予防訪問看護費は、算定しない。

12 （略） 12 （略）

ハ （略） ハ （略）

ニ 退院時共同指導加算 600単位 ニ 退院時共同指導加算 600単位

注 病院、診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に入院 注 病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が

中又は入所中の者が退院又は退所するに当たり、指定介護予防訪 退院又は退所するに当たり、指定介護予防訪問看護ステーション

問看護ステーションの看護師等（准看護師を除く。）が、退院時 の看護師等（准看護師を除く。）が、退院時共同指導（当該者又

共同指導（当該者又はその看護に当たっている者に対して、病院 はその看護に当たっている者に対して、病院、診療所又は介護老

、診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の主治の医師 人保健施設の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上

その他の従業者と共同し、在宅での療養上必要な指導を行い、そ 必要な指導を行い、その内容を文書により提供することをいう。

の内容を文書により提供することをいう。）を行った後に、当該 ）を行った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回

者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定介護予防訪問看 の指定介護予防訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算と

護を行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院又は退 して、当該退院又は退所につき１回（特別な管理を必要とする利

374
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所につき１回（特別な管理を必要とする利用者については、２回 用者については、２回）に限り、所定単位数を加算する。ただし

）に限り、所定単位数を加算する。ただし、ハの初回加算を算定 、ハの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定し

する場合は、退院時共同指導加算は算定しない。 ない。

ホ 看護体制強化加算 300単位 ホ・へ （略）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、医療ニ

ーズの高い利用者への指定介護予防訪問看護の提供体制を強化

した場合は、１月につき所定単位数を加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防訪問看護費における看護体制強化加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 看護体制強化加算(Ⅰ)

⑴ 算定日が属する月の前六月間において、指定介護予防訪問

看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時介護予防訪

問看護加算（指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介

護予防訪問看護費の注９に係る加算をいう。）を算定した利

用者の占める割合が百分の五十以上であること。

⑵ 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業

所における利用者の総数のうち、特別管理加算（指定介護予

防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の注

10

に係る加算をいう。）を算定した利用者の占める割合が百分

の三十以上であること。

へ （略）

３ 介護予防訪問リハビリテーション費 ４ 介護予防訪問リハビリテーション費

イ 介護予防訪問リハビリテーション費（１回につき） 290単位 イ 介護予防訪問リハビリテーション費（１回につき） 302単位

注１ 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテ 注１ 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテ

ーション事業所（指定介護予防サービス基準第79条第１項に規 ーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
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（別紙１）

事 業 所 番 号

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

定期巡回・随時対応サービスに関
する状況

サービス提供責任者体制の減算

特定事業所加算

共生型サービスの提供
（居宅介護事業所）

共生型サービスの提供
（重度訪問介護事業所）

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

介護職員処遇改善加算

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

緊急時訪問看護加算

特別管理体制

ターミナルケア体制

看護体制強化加算

サービス提供体制強化加算

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援）

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 割 引

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ　５　加算Ⅳ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　非該当　２　該当

１　非該当　２　該当

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ
４　加算Ⅴ

12 訪問入浴介護

１　なし　２　あり

11 訪問介護
１　身体介護
２　生活援助
３　通院等乗降介助

１　定期巡回の指定を受けていない
２　定期巡回の指定を受けている
３　定期巡回の整備計画がある

１　なし　２　あり

１　非該当　２　該当

１　非該当　２　該当

１　なし　３　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ
４　加算Ⅴ

13 訪問看護
１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所
３　定期巡回・随時対応サービス連携

１　なし　２　あり

１　非該当　２　該当

１　非該当　２　該当

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり

１　なし　３　加算Ⅰ　２　加算Ⅱ

１　なし　２　イ及びロの場合　３　ハの場合

Ⅰ－資料３
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（別紙１－２）

事 業 所 番 号

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業
所加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業
所加算（規模に関する状況）

緊急時介護予防訪問看護加算

特別管理体制

看護体制強化加算

サービス提供体制強化加算

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表 （介護予防サービス）

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 割 引

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

62 介護予防訪問入浴介護

１　なし　２　あり １　なし　２　あり

１　非該当　２　該当

１　非該当　２　該当

１　なし　３　加算Ⅰイ　２　加算Ⅰロ

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ
４　加算Ⅴ

１　非該当　２　該当

１　非該当　２　該当

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

63 介護予防訪問看護
１　訪問看護ステーション
２　病院又は診療所

１　なし　２　あり
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